
都市計画法第５３条により、都市計画道路の区域内において建築物の建築をしようとする方は、
建築の許可を受ける必要があります。

本市では、平成２０年８月１日に新潟市都市計画法施行細則を改正し、「３階建て以下かつ地下
室がない木造・鉄骨造・コンクリートブロック造の建築物」が建築できるように、建築許可の基
準を緩和しています。

概要

都市計画道路区域内における建築許可について
～3階建てまで建築許可の対象となっています～

未整備の都市計画道路のうち、事業中でない区間が緩和の対象となります。

※道路以外の都市計画施設（公園、広場等）については、緩和の対象外です。

建築制限の緩和の対象

新潟市都市計画法施行細則第14条により、次に掲げる
要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することが
できるものであって、当該都市計画施設である道路を整
備する上で支障を及ぼすおそれがないものと認めるとき
は、許可の対象となります。

（１）階数が３で、かつ、地階を有しないこと。

（２）主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
その他これらに類する構造であること。

建築制限の緩和の基準

○都市計画道路の区域内の建築物の許可申請について

当該道路を所管する区の建設課へ

○建築制限の緩和について

お問い合わせ

現況道路

都市計画道路の区域

ＴＥＬ：０２５－３８７－１４３５まちづくり係北区建設課

ＴＥＬ：０２５－２５０－２６３０まちづくりグループ東区建設課

ＴＥＬ：０２５－２２３－７４１０まちづくり係中央区建設課

ＴＥＬ：０２５－３８２－４７３８まちづくり整備グループ江南区建設課

ＴＥＬ：０２５０－２５－５６９１まちづくりグループ秋葉区建設課

ＴＥＬ：０２５－３７２－６４９０まちづくりグループ南区建設課

ＴＥＬ：０２５－２６４－７６７０まちづくり係西区建設課

ＴＥＬ：０２５６－７２－８５７０まちづくりグループ西蒲区建設課

ＴＥＬ：０２５－226－2679計画担当都市政策部 都市計画課

施行細則第14条に掲げる
建築物は許可対象


